
 

個人情報ファイル届出書 

個人情報ファイルの名称 住宅用省エネルギー設備設置費補助金集計簿 

行 政 機 関 等 の 名 称 成田市役所 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

環境部環境計画課 電話番号 0476-20-1533 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 

の 利 用 目 的 
住宅用省エネルギー設備設置費補助金の運用のため 

記 録 項 目 1氏名、2住所 

記 録 範 囲 申請者 

記 録 情 報 の  

収 集 方 法 

申請者から補助金申請書の提出 

要 配 慮 個 人 情 報 が

含 ま れ る と き は 、

そ の 旨  

― 

記録情報の経常的提供先 
千葉県環境生活部温暖化対策推進課（千葉県住宅用設備等脱炭素化促進

事業補助金交付要綱） 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名称）成田市役所総務部総務課 

（所在地）〒286-8585 千葉県成田市花崎町760 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
■法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当

するファイル 

□有 

■無 

備        考  

 

  



 

個人情報ファイル届出書 

個人情報ファイルの名称 雨水補助集計簿 

行 政 機 関 等 の 名 称 成田市役所 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

環境部環境計画課 電話番号 0476-20-1533 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 

の 利 用 目 的 
雨水貯留施設設置費補助金の運用を行うため 

記 録 項 目 1氏名、2住所 

記 録 範 囲 申請者 

記 録 情 報 の  

収 集 方 法 

申請者から補助金申請書の提出 

要 配 慮 個 人 情 報 が

含 ま れ る と き は 、

そ の 旨  

― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名称）成田市役所総務部総務課 

（所在地）〒286-8585 千葉県成田市花崎町760 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
■法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当

するファイル 

□有 

■無 

備        考  

 

  



 

個人情報ファイル届出書 

個人情報ファイルの名称 新清掃工場関連付帯施設整備事業アンケート該当者データ 

行 政 機 関 等 の 名 称 成田市役所 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

環境部環境計画課 電話番号 0476-20-1533 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 

の 利 用 目 的 
事業実施に当たり整備地区の住民にアンケートを実施するため 

記 録 項 目 
1宛名番号、2処理コード、3氏名カナ、4氏名、5住所コード、6郵便番

号、7住所、8番地、9生年月日、10性別 

記 録 範 囲 地区住民で世帯主 

記 録 情 報 の  

収 集 方 法 

住民基本台帳より抽出  

要 配 慮 個 人 情 報 が

含 ま れ る と き は 、

そ の 旨  

― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名称）成田市役所総務部総務課 

（所在地）〒286-8585 千葉県成田市花崎町760 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
■法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当

するファイル 

□有 

■無 

備        考  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイル届出書 

個人情報ファイルの名称 新清掃工場関連付帯施設整備事業相続関係調査 

行 政 機 関 等 の 名 称 成田市役所 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

環境部環境計画課 電話番号 0476-20-1533 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 

の 利 用 目 的 
相続人調査 

記 録 項 目 1本籍、2住所、3氏名、4生年月日、5死亡年月日 

記 録 範 囲 被相続人及びその相続人 

記 録 情 報 の  

収 集 方 法 

戸籍簿、除籍簿、原戸籍、戸籍の附票、住民票、土地全部事項証明書 

要 配 慮 個 人 情 報 が

含 ま れ る と き は 、

そ の 旨  

― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名称）成田市役所総務部総務課 

（所在地）〒286-8585 千葉県成田市花崎町760 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
■法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当

するファイル 

□有 

■無 

備        考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイル届出書 

個人情報ファイルの名称 新清掃工場関連付帯整備事業土地調書 

行 政 機 関 等 の 名 称 成田市役所 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

環境部環境計画課 電話番号 0476-20-1533 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 

の 利 用 目 的 
用地買収 

記 録 項 目 1住所、2氏名、3所有不動産 

記 録 範 囲 用地買収対象者 

記 録 情 報 の  

収 集 方 法 

土地全部事項証明書  

要 配 慮 個 人 情 報 が

含 ま れ る と き は 、

そ の 旨  

― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名称）成田市役所総務部総務課 

（所在地）〒286-8585 千葉県成田市花崎町760 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
■法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当

するファイル 

□有 

■無 

備        考  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイル届出書 

個人情報ファイルの名称 新清掃工場関連付帯整備事業土地調書 

行 政 機 関 等 の 名 称 成田市役所 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

環境部環境計画課 電話番号 0476-20-1533 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 

の 利 用 目 的 
用地買収 

記 録 項 目 1住所、2氏名、3所有不動産 

記 録 範 囲 用地買収対象者 

記 録 情 報 の  

収 集 方 法 

土地全部事項証明書  

要 配 慮 個 人 情 報 が

含 ま れ る と き は 、

そ の 旨  

― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名称）成田市役所総務部総務課 

（所在地）〒286-8585 千葉県成田市花崎町760 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
■法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当

するファイル 

□有 

■無 

備        考  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイル届出書 

個人情報ファイルの名称 いずみ聖地公園拡張整備事業相続関係調査 

行 政 機 関 等 の 名 称 成田市役所 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

環境部環境計画課 電話番号 0476-20-1533 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 

の 利 用 目 的 
相続人調査 

記 録 項 目 1本籍、2住所、3氏名、4生年月日、5死亡年月日 

記 録 範 囲 被相続人及びその相続人 

記 録 情 報 の  

収 集 方 法 

戸籍簿、除籍簿、原戸籍、戸籍の附票、住民票、土地全部事項証明書 

要 配 慮 個 人 情 報 が

含 ま れ る と き は 、

そ の 旨  

― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名称）成田市役所総務部総務課 

（所在地）〒286-8585 千葉県成田市花崎町760 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
■法第60条第2項第1号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当

するファイル 

□有 

■無 

備        考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


